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中部地方整備局　天竜川ダム統合管理事務所
https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/index.php

 1.　概　　要

１． 令和３年１月２０日（水）～令和３年２月下旬（予定）

２． 小渋川桶谷橋右岸旧テニスコート（長野県下伊那郡大鹿村大河原桶谷地先)

３．

（１）形状

原木、玉切り、チップ（流木の大きさ、長さ、樹種等は不揃いです）

（２）配布条件

・ご自身で積込・運搬を行っていただける方

・使用目的は自己消費のみとし、営利目的で転売等をしない方

・配布した流木（皮などの部位を含む）を不法投棄しない方

（３）申し込み方法

電話または郵送、メール、ＦＡＸで事前にお申し込みください。（１／１５締切）

なお、申し込み内容、申込先については別添のチラシをご覧ください。

日 時

天竜川ダム統合管理事務所　保全対策官  瀬島英旗　TEL : 0265-88-3859

場 所

　

内 容

　　　　　　　　小渋ダム湖で回収した流木を無料配布！
　　　　　～アート作品や薪、雑草防止材などに利用してみませんか～

配　　布　　先

飯田市記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、伊那記者クラブ

問　い　合　わ　せ　先

　天竜川ダム統合管理事務所では、令和元年、２年度の出水により、小渋ダム湖に大量
　に流入した流木を、利用しやすい形状に加工するなど、地域での有効活用を進める取
　り組みを行っています。

　原木はアート作品、玉切りは薪、チップは農地、庭等に敷く雑草防止剤、クッション
　材等、使い方は自由です！

https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/index.php#


木下建設株式会社
●住所 〒３９５－００４２ 長野県飯田市松尾町１－２２
●電話 ０２６５－２２－２７８０ ●ＦＡＸ ０２６５－２３－８８９９
●e‐mail aoshima@kinoken.co.jp ●担当 青島

●配布期間 令和３年１月２０日（水）～令和３年２月下旬（予定）

※毎週、月・金は流木の補充作業を行うため、配布が出来ない場合があります。

※夜間、悪天候の場合の作業はご遠慮ください。

●申込方法 電話または郵送、メール、ＦＡＸで事前に 令和３年１月１５日（金）

までにお申し込みください。

※お申込みの際は、裏面の申込書の内容をご確認ください。

※電話での受付は､平日９：００～１５：００までとさせていただきます。

●配布場所 小渋川桶谷橋右岸旧テニスコート（大鹿村大河原桶谷地先）

流木等の無料配布のご案内

申込及び
問合せ先

～国土交通省天竜川ダム統合管理事務所からのお知らせ～

ダム湖に流れ込んだ流木の有効利用を図るため､無料配布を行います｡
薪やマルチング材、アート作品などに利用してみてはいかがですか？

○原木 径15～60㎝程度 長さ２～５ｍ程度 ○玉切り 径20㎝程度 長さ30cm～２ｍ程度 ○チップ 幅１～３㎝程度 長さ３～7㎝程度

大鹿村役場

配布場所

桶谷橋

小渋川

入口

至松川町

至伊那市

至飯田市

小渋川

小渋ダム

大鹿村役場

※お手数ですが、ＦＡＸ、郵送の方は、裏面の申込書を印刷してご利用ください。



流木無料配布　【申込書】
申込日：　　　月　　　日（　　　）

※印締切日　１１月３０日　　

氏 名

住 所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　・　町　・　村 地区

連 絡 先 (TEL)

受 取 希 望 日 時 年 月 日 （　　　） 時頃

薪（ストーブ、その他）・マルチング材・アート

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

原 木

玉 切 り

チ ッ プ

※例として：軽トラック１台分、４ｔトラック１台分等、または１０㎣等

積込機械の持ち込み 　あり　・　なし

配布条件
･ご自身で積込･運搬を行っていただける方。

･使用目的は自己消費のみとし、営利目的で転売等しない方。

･配布した流木（皮などの部位含む）を不法投棄しない方。

注意事項
◇無料配布について

･積み込み機械を持込まれる場合、また、大量に申込まれた場合は、こちらよりご連絡させていただ

　く場合がございます。

・配布後の返却には応じられません。

◇積み込み、運搬について

･流木の大きさ、長さ、種類等は不揃いです。

･積み込み、運搬のための道具は持参して下さい。

（道具等の貸し出しは行っておりません。）

・泥汚れや幹内に砂石等が混入している場合があるので切断の際はご注意下さい。

･場内での切断、積込･運搬等の自己や怪我について､一切責任を負いません。

･運搬時に流木等を落とした場合は、申込者が責任を持って処理して下さい。

･集積してある流木は散乱させないようにして下さい。

･立入禁止区域には入らないで下さい。

必　　要　　量

利 用 目 的

※締切日 １月１５日
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